
委
員
会
に
は
日
整
か
ら
三

橋
裕
之
副
会
長
、
伊
藤
宣
人

保
険
部
長
、
長
尾
淳
彦
学
術

教
育
部
長
ら
３
名
が
施
術
者

代
表
委
員
と
し
て
出
席
。

ま
ず
、
『
明
細
書
の
義
務

化
』
に
つ
い
て
、
三
橋
委
員

は
「
患
者
の
た
め
に
明
細
書

を
出
す
こ
と
に
つ
い
て
は
や

ぶ
さ
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、

前
回
の
委
員
会
で
保
険
者
が

患
者
調
査
等
に
使
用
す
る
権

利
が
あ
る
か
の
よ
う
な
発
言

が
保
険
者
側
か
ら
あ
り
、
そ

れ
で
は
認
め
ら
れ
な
い
と
言
っ

て
い
る
の
だ
」
と
強
く
主
張

し
た
。

伊
藤
委
員
か
ら
も
「
領
収

証
に
施
術
部
位
と
内
容
を
記

載
し
て
提
出
を
求
め
る
健
保

組
合
が
あ
る
実
態
に
鑑
み
、

患
者
調
査
等
に
は
使
用
し
な

い
と
保
険
者
か
ら
明
確
に
回

答
を
も
ら
え
ば
話
は
違
う
」

と
補
足
説
明
が
あ
っ
た
。
さ

ら
に
義
務
化
に
よ
り
手
間
が

か
か
る
こ
と
に
つ
い
て
「
今

の
療
養
費
で
は
対
応
す
る
職

員
を
雇
え
な
い
施
術
所
が
ほ

ん
ど
で
あ
り
、
義
務
化
す
る

に
し
て
も
財
政
的
裏
付
け
が

必
要
で
あ
る
」
と
窮
状
を
訴

え
た
。

保
険
者
側
か
ら
は
「
厚
生

労
働
省
も
施
術
者
側
の
負
担

を
軽
減
す
る
案
を
示
し
て
い

る
の
で
本
日
決
定
す
る
よ
う

お
願
い
し
た
い
」
と
の
発
言

が
あ
っ
た
。
施
術
者
側
と
保

険
者
側
の
意
見
は
平
行
線
の

ま
ま
で
終
わ
り
、
座
長
は
報

酬
の
問
題
が
絡
む
と
い
う
こ

と
で
、
料
金
改
定
の
件
と
併

せ
て
議
論
す
る
こ
と
と
整
理

し
た
。

次
に
『
不
正
が
明
ら
か
な

患
者
の
償
還
払
い
』
に
つ
い

て
、
三
橋
委
員
、
伊
藤
委
員

は
「
参
考
で
示
さ
れ
て
い
る

不
正
が
『
明
ら
か
』
な
患
者
、

『
疑
わ
れ
る
』
患
者
の
例
に

つ
い
て
は
、
こ
の
場
で
検
討

す
る
こ
と
で
は
な
く
、
柔
整

審
査
会
と
面
接
確
認
委
員
会

で
確
認
、
是
正
し
て
い
く
事

案
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
拙

速
に
実
施
す
る
の
で
は
な
く
、

よ
く
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
」

と
指
摘
し
た
。

保
険
者
側
か
ら
は
「
厚
生

労
働
省
の
案
で
丁
寧
な
手
続

き
を
し
て
い
く
こ
と
が
示
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
案
で
良
い
。

具
体
的
に
通
知
の
改
正
（
案
）

等
を
示
し
て
議
論
す
る
ほ
う

が
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な

い
か
」
と
の
発
言
が
あ
っ
た
。

長
尾
委
員
は
「
不
適
切
な

患
者
の
受
領
委
任
取
り
消
し

後
の
再
開
に
つ
い
て
は
丁
寧

に
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
」

と
慎
重
論
を
示
し
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
も
意
見
は
平
行
線

の
ま
ま
で
終
わ
り
、
座
長
は

次
回
の
継
続
審
議
と
し
、
事

務
局
（
厚
生
労
働
省
）
は
必

要
な
資
料
を
次
回
ま
で
に
準

備
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

最
後
に
『
療
養
費
を
施
術

管
理
者
に
確
実
に
支
払
う
た

め
の
仕
組
み
』
に
つ
い
て
の

報
告
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

個
人
契
約
柔
道
整
復
師
団
体

に
支
払
わ
れ
て
い
る
柔
整
療

養
費
を
、
規
程
ど
お
り
個
々

の
施
術
管
理
者
に
支
払
う
よ

う
に
す
る
た
め
の
案
件
で
あ

る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
、
厚

生
労
働
省
か
ら
「
政
府
の
規

制
改
革
推
進
会
議
に
お
い
て
、

当
面
の
規
制
改
革
の
実
施
事

項
と
し
て
柔
道
整
復
療
養
費

に
つ
い
て
、
公
的
な
関
与
の

下
に
請
求
・
審
査
・
支
払
い

が
行
わ
れ
る
仕
組
み
を
検
討

す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
オ

ン
ラ
イ
ン
請
求
の
導
入
に
つ

い
て
検
討
を
行
う
」
と
整
理

さ
れ
た
旨
が
伝
え
ら
れ
た
。

審
査
支
払
機
関
で
も
あ
る

国
保
中
央
会
か
ら
「
今
後
検

討
し
て
い
く
方
向
性
等
に
は

問
題
は
な
い
が
、
進
め
る
に

当
た
っ
て
は
事
務
手
続
き
の

標
準
化
を
は
じ
め
、
審
査
請

求
シ
ス
テ
ム
の
イ
ン
フ
ラ
も

問
題
。
令
和
８
年
か
ら
審
査

請
求
シ
ス
テ
ム
は
診
療
報
酬

支
払
基
金
と
共
同
開
発
し
、

共
同
運
用
を
行
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
こ
と
も
含
め
、
多
く

の
難
し
い
課
題
が
あ
る
」
と

の
発
言
が
あ
っ
た
。

そ
の
上
で
意
見
交
換
が
行

わ
れ
、
令
和
４
年
６
月
ま
で

に
議
論
を
し
っ
か
り
行
い
、

方
向
性
を
取
り
ま
と
め
る
こ

と
で
了
承
が
得
ら
れ
た
。

（
日
整
事
務
局

岡
田

記
）

２
面
、
日
整
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー

へ
の
ア
ド
レ
ス
登
録
数
掲
載

発行
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今回も意見対立で平行線

日整会館からweb会議に臨んだ代表委員
左から長尾部長、三橋副会長、伊藤部長

「明細書の義務化」「不適切な患者の償還払い」

第
19
回
柔
道
整
復
療
養
費
検
討
専
門
委
員
会

厚
生
労
働
省
社
会
保
障
審
議
会
医
療
保
険
部
会
の
第
19
回
柔
道
整
復

療
養
費
検
討
専
門
委
員
会
（
以
下
、
委
員
会
）
が
コ
ロ
ナ
厳
戒
下
の
1

月
31
日
（
月
）
、
全
国
都
市
会
館
（
東
京
都
千
代
田
区
）
に
て
ウ
ェ
ブ

と
対
面
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
方
式
に
よ
り
開
催
さ
れ
た
。
主
に
昨
年
８
月

６
日
の
第
18
回
委
員
会
で
検
討
さ
れ
た
『
明
細
書
の
義
務
化
』
『
不
適

切
な
患
者
の
償
還
払
い
』
『
療
養
費
を
施
術
管
理
者
に
確
実
に
支
払
う

た
め
の
仕
組
み
』
等
に
つ
い
て
審
議
を
重
ね
た
が
、
今
回
も
『
明
細
書

の
義
務
化
』
お
よ
び
『
不
適
切
な
患
者
の
償
還
払
い
』
に
つ
い
て
は
、

施
術
者
側
と
保
険
者
側
の
意
見
が
対
立
し
た
ま
ま
と
な
っ
た
。
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